
●関連する改革項目とその進捗等について ①予防健康づくり、医療・介護費の地域差縮減に向けた取組

17．予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業について、多様・包括的な民間委託を推進

進捗状況
（遅れている場合はその要因）

今後の取組方針

○複数の保険者や民間のヘルスケア事業者等による保健事
業の共同実施について、ガイドラインでの周知を通じて
推進。

○保険者が策定するデータヘルス計画の標準化の進展に向
け、保険者共通の評価指標の拡充を行ったところであり、
これらを踏まえ、当該計画の手引きの改訂等を検討。

○保健事業の共同実施については、ガイドラインの周知
も含め、普及促進に向けて取り組んでいく。また、
データヘルス計画の手引きについては、2022年度中に
見直しの方針をとりまとめ、改訂を行う予定。
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●関連する改革項目とその進捗等について ①予防健康づくり、医療・介護費の地域差縮減に向けた取組
34．地域の実情を踏まえた取組の推進（医療）
ⅰ．地域別の取組や成果について進捗管理・見える化を行うとともに、進捗の遅れている地域の要因
を分析し、保険者機能の一層の強化を含め、さらなる対応の検討

ⅱ．国保財政の健全化に向け、受益と負担の見える化の推進（法定外繰入の解消等）

進捗状況
（遅れている場合はその要因）

今後の取組方針

ⅰについて
2024年度からはじまる第４期医療費適正化計画の策定

に向けて、医療費適正化の更なる推進と計画の実効性の
確保のため、骨太の方針2021等を踏まえ、審議会で議論
中。

ⅱについて
○ 決算補填等目的の法定外繰入総額：767億円（前年度
比333億円減）
法定外繰入実施市町村数：269市町村数（前年度比52

市町村減）（令和２年度実績）
○ 法定外繰入等が発生する要因や課題等に応じた取組の
好事例を横展開し、都道府県ごとの法定外繰入等の解消
予定年度の設定状況を見える化。

○ 各都道府県に対し、令和４年度都道府県ブロック会議
等の様々な機会を通じて、
① 法定外繰入等の解消期限の短縮化に向けて各市町村
と協議いただきたいこと

② 新たに法定外繰入等を発生させないようあらゆる機
会を活用し、各市町村に確認・助言いただきたいこと

等を周知。

ⅰについて
第４期医療費適正化計画に向けて、骨太2021に基づ

き、必要な法制上の措置を講ずる。2023年度の都道府
県における計画策定に資するよう、審議会での議論を
踏まえ、国において基本方針を策定する。

ⅱについて
新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、
○ 取組の好事例の横展開を図るとともに、法定外繰入
等の解消に向けた取組をより一層加速化させるため、
保険者努力支援制度の配点メリハリ強化も含め、引き
続き地方団体と協議を進める。

○ 特に解消期限の長い市町村がある場合は、都道府県
から市町村に適正に関与（設定理由の確認・具体的な
取組の助言等）するよう促し、解消期限の短縮化を進
める。
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経済財政運営と改革の基本方針2 0 2 1（ 2 0 2 1 . 6 . 1 8  閣議決定）
（医療費適正化関係）

第３章 感染症で顕在化した課題等を克服する経済・財政一体改革
２．社会保障改革
（２）団塊の世代の後期高齢者入りを見据えた基盤強化・全世代型社会保障改革
▪ 効率的な医療提供体制の構築や一人当たり医療費の地域差半減に向けて、地域医療構想のＰＤＣＡサイクルの強化や医療費適正化計画の在り
方の見直しを行う。

▪ 具体的には、前者について、地域医療構想調整会議における協議を促進するため、関係行政機関に資料・データ提供等の協力を求めるなど 環境整
備を行うとともに、都道府県における提供体制整備の達成状況の公表や未達成の場合の都道府県の責務の明確化を行う。

▪ また、後者について、都道府県が策定する都道府県医療費適正化計画（以下「都道府県計画」という。）における医療に要する費用の見込み（以
下「医療費の見込み」という。）については、
– ①定期改訂や制度別区分などの精緻化を図りつつ、
– ②各制度における保険料率設定の医療費見通しや財政運営の見通しとの整合性の法制的担保を行い、
– ③医療費の見込みを医療費が著しく上回る場合の対応の在り方など都道府県の役割や責務の明確化を行う。

▪ また、医療費の見込みについて、
– ④取組指標を踏まえた医療費を目標として代替可能であることを明確化するとともに、
– ⑤適正な医療を地域に広げるために適切な課題把握と取組指標の設定や、取組指標を踏まえた医療費の目標設定を行っている先進的な都道

府県の優良事例についての横展開を図る。
▪ ⑥都道府県計画において「医療の効率的な提供の推進」に係る目標及び「病床の機能の分化及び連携の推進」を必須事項とするとともに、⑦都道
府県国保運営方針においても「医療費適正化の取組に関する事項」を必須事項とすることにより、医療費適正化を推進する。

▪ ⑧あわせて保険者協議会を必置とするとともに、都道府県計画への関与を強化し、国による運営支援を行う。
▪ ⑨審査支払機関の業務運営の基本理念や目的等へ医療費適正化を明記する。
▪ これらの医療費適正化計画の在り方の見直し等について、2024年度から始まる第４期医療費適正化計画期間に対応する都道府県計画の策定に
間に合うよう、必要な法制上の措置を講ずる。

▪ 国保財政を健全化する観点から、法定外繰入等の早期解消を促すとともに、普通調整交付金の配分の在り方について、引き続き地方団体等と議論
を継続する。

▪ 中長期的課題として、都道府県のガバナンスを強化する観点から、現在広域連合による事務処理が行われている後期高齢者医療制度の在り方、生
活保護受給者の国保及び後期高齢者医療制度への加入を含めた医療扶助の在り方の検討を深める

〇数字：事務局にて追記
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第４期医療費適正化計画（2 0 2 4～2 0 2 9年度）に向けた論点
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1. 現行の目標について、どういった点を更に推進すべきか
① 後発医薬品の使用促進
② 重複投薬・多剤投与の適正化
③ 特定健診・保健指導
④ 入院医療費の取扱い（地域医療構想との関係）

2. 新たに取り組むべき目標はないか
① 複合的なニーズを有する高齢者への医療・介護の効果的・効率的な提供
② 医療資源の効果的・効率的な活用

3. 取組の実効性を確保するための体制をどう構築するか
① 保険者・医療関係者との方向性の共有・連携
② 都道府県の責務の明確化
③ 実効性確保のために都道府県がとりうる方策

令和４年10月13日
第155回社会保障審議会医療保険部会資料



２－②．医療資源の効果的・効率的な活用：
医療資源の投入量に地域差がある医療 白内障手術

出典：NDBデータ（2019年度）
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2017 2008

• 医療資源の投入量は地域ごとに様々であり、他地域と比較して多くの資源が投入されている医療サービスに
ついて、地域ごとに都道府県、医療関係者、保険者などが把握・検討を行い、これを踏まえて必要な適正化
に向けた取組を進めることは重要。他方、医療サービスの提供は、患者の状態を踏まえた医師の判断及び患
者の合意によりなされるものであり、一概に減少させればよいわけではない点には留意が必要。

• 白内障の手術については、OECDにより、多くの国で90％以上が外来で実施されている一方で、一部の国で
は外来での実施割合が低いことが指摘されている。外来での実施は、医療資源の節約だけでなく、在院期間
の短縮によるCOVID-19に曝露されるリスクの減少など患者安全にも寄与するとされている。

• 日本での白内障手術については、外来の実施割合は54％であり、都道府県ごとに実施状況は様々である。

○白内障手術の外来実施割合（OECD加盟国及び日本）

出典：OECD Health at a Glance 2021（日本のデータはNDBオープンデータより作成）
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全国平均 54%

○白内障手術（水晶体再建術）の外来での実施割合（都道府県別）
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R3(2021)
年度

R4（2022）
年度

R5(2023)
年度

R6(2024)
年度

医療費適正化計画
（国）

医療費適正化計画
（都道府県）

健康増進計画

医療計画

＜参考＞
介護保険事業
（支援）計画

4期計画
(2024~29)

医療保険部会
次期医療費適正化計画検討

都道府県における
医療費適正化計画策定作業

全国医療費
適正化計画
提示

(3月頃)

８次医療計画
(2024~29)

次期国民健康づ
くり運動プラン
(2024～)

検討会
次期プラン検討

次期プラン
公表

検討会・WG
次期医療計画検討

基本方針

とりまとめ

都道府県における
健康増進計画策定作業

評価委員会
健康日本21

（第二次）最終評価

都道府県における
医療計画策定作業

市町村・都道府県における
計画策定作業

９期計画
(2024~26)

介護保険部会
次期基本指針検討 基本指針

次期計画に向けたスケジュール

特定健診・特定保健指導見直し検討会
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